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事業の経過およびその成果、設備投資の状況

事　 業　 報　 告

（
2023年４月１日から

2024年３月31日まで）
1.　企業集団の現況

(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による行

動制限の解除にともない国内における個人消費やインバウンド需要が拡大し、

主要企業の好調な企業業績等を背景に日経平均株価は約34年ぶりに一時高値を

更新するなど経済・社会活動は緩やかな回復基調となり、長年続いたデフレか

らインフレ局面への転換期を迎えました。一方で、長期化するロシアによるウ

クライナへの軍事侵攻とそれに伴う資源価格の上昇、中東地域における地政学

的リスクの高まりや、日米金利差による大幅な為替相場の変動、人件費や物流

費の高騰、少子高齢化や労働力不足の進行など、依然として先行き不透明な状

態が続いております。

　当社グループの主力事業である水産物卸売業界においては、量販や外食、イ

ンバウンド需要の回復基調が見られました。その一方で、物価高による消費者

の生活防衛意識の高まりにより、販売環境は厳しくなっております。また、漁

期や漁場の変化による水揚数量の減少の影響もあり、卸売市場における水産物

取扱数量は、前年対比減少しました。

　このような状況のもと、水産物卸売事業ではマグロや貝類の相場下落やALPS

処理水の海洋放出による輸出への影響もありましたが、水産物全般において特

に業務筋向けの販売が好調だったことにより大幅な利益増加となりました。冷

蔵倉庫事業では保管料・荷役料の値上げや業務の効率化に努めましたが、冷蔵

倉庫の修繕費増加により利益は減少しました。

　この結果、当社グループ売上高は137,588百万円（前期比0.1％増）となり、

営業利益は2,465百万円（前期比22.4％増）、経常利益は2,576百万円（前期比

21.1％増）となりました。以上により、親会社株主に帰属する当期純利益は

2,134百万円（前期比53.8％増）となりました。

　当社グループの事業部門別の概況は次のとおりであります。

＜水産物卸売事業＞

　水産物卸売事業は、大衆魚の水揚が不安定だったこともあり、売上高は

128,584百万円（前期比0.3％減）となりましたが、エビ・カニ等の商材を中心

に、業務筋向けの販売が好調だったことによりセグメント利益は1,322百万円

（前期比49.6％増）となりました。

－ 1 －
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況

事 業 区 分
2 0 2 3 年 度 （ 当 期 ）

前 期 比
金 額 構 成 比

百万円 ％ ％

水 産 物 卸 売 事 業 128,584 93.5 99.7

冷 蔵 倉 庫 事 業 7,627 5.5 103.7

不 動 産 賃 貸 事 業 627 0.5 99.6

荷 役 事 業 748 0.5 127.3

合 計 137,588 100.0 100.1

＜冷蔵倉庫事業＞

　冷蔵倉庫事業は、保管料・荷役料収入の増加により売上高は7,627百万円

（前期比3.7％増）となりました。電力料等費用の削減に努めましたが、冷蔵

倉庫の修繕費の増加により、セグメント利益は543百万円（前期比1.2％減）と

なりました。

＜不動産賃貸事業＞

　不動産賃貸事業は、売上高627百万円（前期比0.4％減）となりましたが、修

繕費等の削減により、セグメント利益は562百万円（前期比3.8％増）となりま

した。

＜荷役事業＞

　荷役事業は、市場外における配送業務の受注増加により、売上高は748百万

円（前期比27.3％増）、セグメント利益は35百万円（前期比12.7％増）となり

ました。

（事業部門別売上高明細）

(2) 設備投資の状況

当期中における当社グループの設備投資の総額は1,597百万円であります。

その主な内容は、水産物卸売事業における情報システム開発費用、冷蔵倉庫事

業における建物の修繕費用、及び車両のリース契約料等であります。

－ 2 －
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対処すべき課題

(3) 対処すべき課題

　コロナ禍からの脱却が進み、インバウンド消費の拡大など新たな環境による

サービス分野での回復が期待できる一方、長期化するロシアによるウクライナ

への侵攻、日米金利差に基づく為替の変動、エネルギー、食料品の値上げなど

景気の先行きは依然不透明な状況が続くと思われます。こうした状況は、当社

グループが取り扱う水産物をはじめとする食品全般の販売環境に大きな影響を

与えるものと思われます。

　水産物卸売事業におきましては、天然水産物の漁獲量が大きく減少する一方

で、国際的な水産物の需要の高まりによる買付競争の激化等により、水産物の

価格は高騰するものの、扱い数量は減少しております。また、卸売市場外にお

ける水産物流通の多様化などもあり、水産物卸売市場を取り巻く環境も大きく

変化してきております。

　こうした状況のもと、高機能化された豊洲市場を活用しながら、当社グルー

プ会社が持つ、冷蔵保管、リテールサポート、荷役、加工の各機能を最大限に

活かし、サプライチェーンの拡充に努め、更なる水産物の集荷販売や商品開発

に注力して参ります。

　冷蔵倉庫事業におきましては、トラック予約システムの導入等による入出

庫・荷役作業の効率化や省エネ型冷凍機への交換を行うなど経費の削減に努

め、首都圏で約218,000トンとなる冷凍・冷蔵保管スペースをより効率的に活

用して参ります。

　不動産賃貸事業におきましては、賃貸物件のリノベーションにより価値を高

め、賃貸収入の増加を進めて参ります。

　荷役事業におきましては、ロジスティクス事業の拡充による売上増加を目指

します。また、デジタル化による荷役・配送作業の効率化をすすめることで合

理的な人員配置を行い経費の削減に取り組んで参ります。

　当社は、卸売市場における公共的使命を担う企業として食の安全・安心の重

要性を従来にも増して強く認識し、消費者が安心して食することのできる安全

な商品の取り扱いに最大限の努力をしてまいる所存です。また、デジタル化推

進によって、情報連携の迅速化と品質管理の強化を図り、豊富な品揃えと産地

情報を活用した集荷力、販売力の向上とともに、グループ各社とのシステム連

携による業務効率の向上も目指してまいります。

当社グループでは、グループ全体の効率的な会社運営を目指すとともに、引

き続きコスト削減などの経営改善に取り組んでまいります。さらに、コンプラ

イアンスの向上、社会規範の順守、債権管理強化等による健全な財務体質の構

築、グループ会社を横断した人的資源の相互活用や人材教育の充実にも意を用

い、取引先各位に信頼され、社会から必要とされる企業グループとして努力し

てまいります。

－ 3 －
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直前３事業年度の財産および損益の状況

区 分
2020年度
第 74 期

2021年度
第 75 期

2022年度
第 76 期

2023年度
第 77 期

（当　期）
売 上 高 (百万円) 187,697 121,842 137,482 137,588
経 常 利 益 (百万円) 1,707 2,030 2,127 2,576
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 1,256 1,152 1,387 2,134

１株当たり当期純利益(円) 314.61 288.63 347.40 534.42
総 資 産 (百万円) 68,855 71,613 73,293 78,415
純 資 産 (百万円) 27,245 29,031 26,121 30,999

区 分
2020年度
第 74 期

2021年度
第 75 期

2022年度
第 76 期

2023年度
第 77 期

（当　期）
売 上 高 (百万円) 95,236 83,881 98,182 98,512
経 常 利 益 (百万円) 552 813 831 592
当 期 純 利 益 (百万円) 825 974 635 1,033
１株当たり当期純利益(円) 206.73 243.93 159.08 258.76
総 資 産 (百万円) 26,390 28,463 35,990 39,721
純 資 産 (百万円) 16,264 17,447 18,227 21,883

(4) 直前３事業年度の財産および損益の状況
① 企業集団の財産および損益の状況

（注）１.１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式総数に基づき算出して
おります。

２.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を第75期の期首
から適用しており、第75期以後の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。

② 当社の財産および損益の状況

（注）１.１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式総数に基づき算出して
おります。

２.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を第75期の期首
から適用しており、第75期以後の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値
となっております。

－ 4 －
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重要な子会社等の状況、主要な事業内容、主要な営業所

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容
百万円 ％

柏 魚 市 場 株 式 会 社 80 100.0 水産物卸売事業

株 式 会 社 ホ ウ ス イ 2,485 100.0
冷 蔵 倉 庫 事 業
水産物卸売事業

マルナカロジスティクス株式会社 20 95.0 荷 役 事 業

(5) 重要な子会社等の状況

（注）１.連結子会社は、上記重要な子会社３社のほか、(株)水産流通、中央フーズ(株)、(株)せん
にち、(株)豊海を含む７社であります。また、持分法適用関連会社は、オーシャンステー
ジ(株)、船橋魚市(株)の２社であります。

２.オーシャンステージ㈱については2023年10月31日をもって解散し、清算手続中でありま
す。

３.当社の連結子会社でありました千葉中央魚類㈱は、2023年１月31日付で解散し、2023年７
月３日に清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

事 業 区 分 事 業 の 内 容

水 産 物 卸 売 事 業
東京都内および千葉県内の公設卸売市場ならびに市場外に
おける水産物およびその加工製品の卸売業等

冷 蔵 倉 庫 事 業 首都圏における冷蔵倉庫業

不 動 産 賃 貸 事 業 保有する不動産の一部の賃貸業

荷 役 事 業 豊洲市場内における水産物等の荷役業

(6) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）

名 称 営 業 所 名 （ 所 在 地 ）

中央魚類株式会社 本　　社（東京都江東区、豊洲市場）

柏魚市場株式会社 本　　社（千葉県柏市、柏市場）

株式会社ホウスイ

本　　社（東京都江東区）
仙台支店（宮城県仙台市）、大阪支店（大阪府吹田市）、
福岡支店（福岡県福岡市）、豊洲冷蔵庫(東京都江東区)、
豊海第一冷蔵庫、豊海第二冷蔵庫、豊海第三冷蔵庫（以上　
東京都中央区）、大井冷蔵庫（東京都大田区）、船橋冷蔵
庫（千葉県船橋市）、市川物流センター、市川流通センタ
ー(以上　千葉県市川市)、厚木物流センター（神奈川県伊
勢原市）、川島物流センター(埼玉県比企郡川島町)

マルナカロジスティクス株式会社 本　　社（東京都江東区）

株式会社水産流通 本　　社（東京都中央区、豊海流通センター）

(7) 主要な営業所（2024年３月31日現在）

－ 5 －
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使用人の状況、主要な借入先

事 業 区 分 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

名 名

水 産 物 卸 売 事 業 481（501） △10（△10）

冷 蔵 倉 庫 事 業 209 （6） 27 （△2）

荷 役 事 業 92 （16） 5 （△4）

合 計 782（523） 22（△16）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年

211 △3 44.5 13.8

(8) 使用人の状況（2024年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

　（注）使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均就業人員を外数で記載し
ております。

② 当社の使用人の状況

（注) 使用人数は就業人員であり、上記のほか臨時雇用者が５名おります。

借 入 先 借 入 残 高

百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 9,657

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,244

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,844

城 北 信 用 金 庫 1,952

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 1,946

(9) 主要な借入先（2024年３月31日現在）

－ 6 －
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株式の状況、新株予約権等に関する事項

① 発行可能株式総数 6,240千株

② 発行済株式の総数 4,315千株

③ 株主数 7,553名

株      主      名 持 　 株 　 数 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 ニ ッ ス イ 479 12.0

株 式 会 社 足 利 本 店 303 7.5

株 式 会 社 　 極 　 　 　 洋 214 5.3

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 180 4.5

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 180 4.5

東 洋 水 産 株 式 会 社 161 4.0

株 式 会 社 築 地 蟹 商 108 2.7

伊 藤 裕 康 97 2.4

株 式 会 社 ニ チ レ イ フ レ ッ シ ュ 59 1.4

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 59 1.4

2.　会 社 の 現 況

(1) 株 式 の 状 況 （2024年３月31日現在）

④ 大株主

(注) 当社は自己株式（320,866株）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
なお、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

－ 7 －
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長

( C E O )
伊 藤 裕 康

会長執行役員

一般社団法人豊洲市場協会 代表理事(会長)

代 表 取 締 役 社 長

( C O O )
今 村 忠 如

社長執行役員

株式会社豊海 代表取締役社長

専 務 取 締 役 松 本 孝 志 専務執行役員

柏魚市場株式会社 取締役会長

取 締 役 島 脇 義 知 執行役員、営業本部本部長

船橋魚市株式会社 代表取締役会長

取 締 役 福 元 勝 志 執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長

取 締 役 三 田 　 薫 執行役員、経営戦略室室長

取 締 役 浜 田 晋 吾 株式会社ニッスイ 代表取締役社長執行役員

取 締 役 足　利　金兵衛 株式会社足利本店 取締役会長

取 締 役 山 口 敬 三 株式会社極洋 取締役

取 締 役 木 曽 琢 真

常 勤 監 査 役 池 本 新 介

監 査 役 澤 野 敬 一

監 査 役 平 尾 嘉 昭 弁護士

アイザワ証券株式会社 社外監査役

(3) 会社役員に関する事項

① 取締役および監査役の状況（2024年３月31日現在）

(注) 1.取締役 浜田晋吾、取締役 足利金兵衛、取締役 山口敬三、取締役 木曽琢真の四氏は社外
取締役であります。

2.監査役 澤野敬一、監査役 平尾嘉昭の両氏は社外監査役であり、取締役 木曽琢真氏、監
査役 平尾嘉昭氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

3.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、取締役、監査役及び執行役員並びに子会社の役員を被保険者として、会社法第
430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約
部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該
保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補するこ
ととされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生
じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の定
めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされていま
す。

4.2023年６月23日開催の第76期定時株主総会終結の時をもって監査役 三田　薫氏は辞任に
より監査役を、社外監査役 服部　篤氏は辞任により社外監査役をそれぞれ退任いたしまし
た。

② 取締役および監査役に支払った報酬等の総額
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2021年４月27日開催の取締役会において、2021年２月26日開
催の取締役会にて決議された取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決
定方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あ
らかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受け
ております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい
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て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方
針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されてい
ることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しており
ます。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり
です。
ａ. 基本方針
　当社の取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と、単年度の業績に
連動する賞与で構成する。社外取締役については、業務執行から独立し
た立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。

ｂ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　基本報酬は、月例の固定報酬である取締役報酬を支給する。これに加
えて、代表取締役については代表権報酬を支給し、グループ会社全体を
監督する会長、社長、副社長についてはグループ監督報酬を支給する。
尚、執行役員を兼務する者については、別途定める執行役員報酬を支給
する。これらの基本報酬は、当社の事業環境、社会情勢や同業他社の水
準等を考慮の上、必要に応じて見直すものとする。

ｃ. 業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する
方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。）

　業績連動報酬である賞与は、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を
高めることを目的とし、各取締役の役位、単年度の会社業績、各取締役
の経営への貢献度の３要素で決定する。賞与は、各取締役の役位に応じ
て標準額を定め、会社業績については、当社事業の成果を適切に反映す
るとの判断から営業利益を主な指標とし、目標値への達成度を勘案して
業績係数を決定する。最終的な賞与支給額は、これらの役位別標準額と
業績係数に加え、各取締役の経営への貢献度に関する評価結果を、総合
的に勘案して決定する。なお、賞与を支給する場合は、所定の時期に一
括で支給するものとする。

ｄ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額
に対する割合の決定に関する方針

　種類別の報酬割合については、2019年９月に設置した指名・報酬委員
会において検討を行い、取締役会（下記eの委任を受けた代表取締役社
長）は、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて、取締役の個人別の報
酬等の内容を決定することとする。
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区 分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
(うち社外取締役)

193
（35）

193
（35）

－
（－）

－
（－）

12
（5）

監 査 役
(うち社外監査役)

24
（12）

24
（12）

－
（－）

－
（－）

5
（3）

合 計
(うち社外役員)

217
（47）

217
（47）

－
（－）

－
（－）

17
（8）

ｅ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長
がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、
各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び各取締役の評価とする。取締役
会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外
取締役、社長及び会長により構成される指名・報酬委員会に原案を諮問
し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答
申の内容を踏まえて決定をしなければならないこととする。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1.上記の支給額合計217百万円のうち、社外役員（社外取締役５名、社外監査役３名）に対す
る支給額は47百万円です。

2.当事業年度に係る業績連動報酬等につきましては、単体における売上総利益、営業利益、
経常利益、税引前当期純利益、当期純利益及び卸売事業における営業利益を勘案した上
で、営業利益を業績連動報酬額の指標とした業績係数と、各取締役の目標の達成度を勘案
した評価係数を、役位毎に定められた賞与標準額に乗じて決定しております。

3.取締役の金銭報酬の額は、2018年６月28日開催の第71期定時株主総会において年額240百万
円以内（うち、社外取締役年額40百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名（うち、社外取
締役は３名）です。

4.監査役の金銭報酬の額は、2010年６月29日開催の第63期定時株主総会において年額50百万
円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。

5.取締役会は、代表取締役社長今村忠如に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を
除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行
うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定
にあたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

③ 社外役員に関する事項
イ．兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）

・取締役 浜田晋吾氏は、株式会社ニッスイの代表取締役社長執行役員を兼務し
ております。なお、当社は株式会社ニッスイとの間に営業上の取引がありま
す。

・取締役 足利金兵衛氏は、株式会社足利本店の取締役会長を兼務しておりま
す。なお、当社は株式会社足利本店との間に営業上の取引があります。

・取締役 山口敬三氏は、株式会社極洋の取締役を兼務しております。なお、当
社は株式会社極洋との間に営業上の取引があります。
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・監査役 平尾嘉昭氏は、アイザワ証券株式会社の社外監査役を兼務しておりま
す。なお、当社とアイザワ証券株式会社との間に営業上の取引はありません。

ロ．主な活動状況及び社外役員に期待される役割に関して行った職務の概
要

・取締役 浜田晋吾氏は、当期中に開催された取締役会には15回中10回出
席し、主に水産業界の動向について経営上有益な発言を行っておりま
す。取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に水産
事業及び経営全般について専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

・取締役 足利金兵衛氏は、当期中に開催された取締役会には15回中15回
出席し、主に水産業界の動向について経営上有益な発言を行っており
ます。取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に水
産事業及び経営全般について専門的な立場から監督、助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

・取締役 山口敬三氏は、取締役就任以降、当期中に開催された取締役会
には11回中11回出席し、主に水産業界の動向について経営上有益な発
言を行っております。取締役会では当該視点から積極的に意見を述べ
ており、特に水産事業及び経営全般について専門的な立場から監督、
助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。

・取締役 木曽琢真氏は、取締役就任以降、当期中に開催された取締役会
には11回中11回出席し、主に日本経済の動向について経営上有益な発
言を行っております。取締役会では当該視点から積極的に意見を述べ
ており、特に水産事業を超えたより広い経済環境という視点から経営
全般について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

・監査役 澤野敬一氏は、当期中に開催された取締役会には15回中15回出席
し、監査役会には14回中14回出席しております。なお、取締役会にお
いては取締役の職務の執行状況を適宜確認するとともに、監査役会に
おいては監査の実施状況および結果について意見交換を行い、必要な
協議を行っております。取締役会では当該視点から積極的に意見を述
べており、特に水産資源の政策について専門的な立場から監督、助言
等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

・監査役 平尾嘉昭氏は、監査役就任以降、当期中に開催された取締役会
には11回中10回出席し、監査役会には11回中11回出席しております。
なお、取締役会においては取締役の職務の執行状況を適宜確認すると
ともに、監査役会においては監査の実施状況および結果について意見
交換を行い、必要な協議を行っております。取締役会では当該視点か
ら積極的に意見を述べており、法律の専門家として専門的な立場から
監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の適切な役割を果たしております。
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支 払 額

１) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28百万円

２) 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

48百万円

(4) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

監査法人 和宏事務所

② 報酬等の額

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

2.当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠な
どを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をしております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任
いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報
告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
① 決議の内容の概要
・ 当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制（会社法第362条第４項第６号、会社法
施行規則第100条第１項第４号）

　当社は取締役会及び経営会議において、各部門担当取締役及び執行役
員から職務の執行状況について随時報告を求め、コンプライアンス状況
をモニタリングする。
　当社は代表取締役社長に直属する部署として業務監査室を設置し、取
締役、執行役員及び使用人の企業活動に係るコンプライアンス状況を把
握するものとする。また、業務監査室は監査役会及び監査法人と必要な
意見・情報交換を随時行うとともに、内部通報制度を構築し適正な運用
を実施する。
　当社は財務報告の適正性を確保するため、関連する社内規程等を整
え、財務報告の適正性を確保する方策を策定してこれを継続的に管理・
運用することにより、金融商品取引法と関連法令等に基づく内部統制シ
ステムを構築する。
　コンプライアンス上の問題が発生した場合、社外有識者を加えたコン
プライアンス委員会に諮って意見を伺い、あるいは弁護士等の専門家の
助言を受けるなどして適切な対応と再発防止策を速やかに実施する。
　当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関
係しないことを企業倫理として掲げるとともに、反社会的勢力による被
害を防止するため対応部署と責任者を定めて一元的管理を行い、所轄警
察署等と緊密な連携のもと毅然とした態度で対処する。

・ 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関す
る体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）

　取締役の職務の執行に係る情報は、関係法令や社内規程に則り適切に
保存・管理するとともに、所管部門においては、容易に検索・閲覧がで
きる状態を整備するものとする。

・ 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）

　当社では、各部門を担当する取締役及び執行役員により、各担当部門
において内在しかつ想定されるリスクを分析し管理することを随時実施
する。これを経営会議に諮り、全社的にリスク対応のできる体制を整備
するとともに、緊急事態発生時については、経営会議主導による迅速な
対応策を実行できる体制とする。また、リスクの未然防止のために、随
時、社内教育にも力を注ぐこととする。
　業務監査室は各部門の事業監査を通じてリスク管理体制の状況を経営
会議に報告することとする。
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・ 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制（会社法施行規則第100条第１項第３号）

　取締役会は年度計画を策定し、代表取締役は目標達成に向けてこれを
遂行する。その目標を適切に遂行できるよう、毎月１回開催する営業会
議等において全社的浸透を図る。
　職務遂行が適正かつ効率的になされるよう社内決裁基準に則って、社
内各責任者に権限が委譲されるものとする。
　経営会議では取締役及び執行役員の職務執行の進捗状況について随時
報告がなされるものとし、その他経営上の諸問題等について迅速な対応
がとれるよう原則として月２回開催する。

・ 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社か
ら成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法第
362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第５号）
イ．当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、

会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当
する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行
に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制（会社法施行規
則第100条第１項第５号イ）

ロ．当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制（会社法施行規則第100条第１項第５号ロ）

ハ．当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第５
号ハ）

ニ．当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則
第100条第１項第５号ニ）

　グループ各社はコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的業務
体制、文書保存体制等についてそれぞれ社内体制を確立するよう努力す
るとともに、これらの体制の実施状況は当社代表取締役へ随時報告がな
され、必要に応じ適切な指導と支援がなされるものとする。
　グループ各社において不適切な取引その他コンプライアンス上重大な
問題が発生するおそれが生じた場合や会社の財産に著しい損害を及ぼす
おそれが生じた場合は、当社グループの役職員が当社代表取締役又は業
務監査室に直接に通報できる体制を整える。
　グループ全体の経営を統括し適切に管理するため、グループ各社代表
者が出席するグループ社長会を原則として毎月１回開催し、それぞれ職
務執行状況の報告や重要な経営施策の検討を行う。
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

・ 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ
とを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社法施行規則第
100条第３項第１号）、当該使用人の当該監査役設置会社の取締役から
の独立性に関する事項及び当該監査役設置会社の監査役の第１号の使
用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（会社法施行規則第100
条第３項第１号、第２号、第３号）

　監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置かないものの、監査役会
の求めに応じて総務部、経理部の各スタッフがサポートする。
　業務監査室は、監査役会との協議に基づき監査役会の要請する監査を
実施しその結果を監査役会に報告できる体制とする。
　監査役の職務を一定期間、常時補助することとなった使用人は、監査
役会の指揮命令下で行動する。また、当該使用人の人事考課につき、監
査役補助業務に従事した期間分については監査役会が意見を述べること
ができるようにする。

・ 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関す
る体制（会社法施行規則第100条第３項第４号）
イ．当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監

査役設置会社の監査役に報告するための体制（会社法施行規則第
100条第３項第４号イ）

ロ．当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行
役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき
者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から
報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための
体制（会社法施行規則第100条第３項第４号ロ）

　当社グループの役職員は、当社の各監査役及び監査役会の求めに応じ
て職務の執行状況を遅滞なく報告し又は必要な資料等を提出しなければ
ならないものとする。
　当社グループの役職員は職務の執行に際し、法令・定款・社内規程に
違反する事項その他コンプライアンス上重大な事項又は会社の財産に著
しい損失を及ぼすおそれが発生した場合は、直ちに当社の各監査役又は
監査役会に直接報告することができる体制を整備する。
　当社業務監査室は定期的に当社グループにおける内部監査、コンプラ
イアンス、リスク管理との現状を当社の監査役又は監査役会に報告す
る。
　当社グループの内部通報制度の担当部署は、定期的に当社グループの
役職員からの内部通報の状況について当社の各監査役又は監査役会に報
告する。
ハ．監査役へ前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（会社法施行
規則第100条第３項第５号）

　当社は当社の監査役へ当該報告を行った当社グループの役職員に対
し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止
し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項

ニ．当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の
前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条
第３項第６号）

　当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し会社法第388条に
基づく費用の前払い等の請求をしたときは担当部署において審議の上、
当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと
認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

・ その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第７号）

　監査役会からの監査基準・計画は取締役、執行役員全員に回覧し監査
の実施に協力する体制をとる。
　監査役会は代表取締役との定例的な意見交換を行う。
　監査役会と業務監査室とは監査の意見・情報交換を随時行う。
　監査役会と業務監査室と監査法人とは必要により連携して監査業務を
遂行する。
　監査役会の監査業務につき独自に弁護士等の専門家の助言を受ける機
会を保障する。
　社内重要会議議事録や稟議書その他監査役会が必要とする文書につい
ては監査役会に遅滞なく回覧される体制を整備する。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第118条第２項)

当社及びグループ各社では、継続的に内部統制システムの整備に取り
組んでおります。運用状況につきましては、運用上見出された問題点、
改善及び再発防止策への取り組みを毎月、取締役会及び監査役会に報
告、協議することにより適切な内部統制システムの整備、運用を実施し
ております。
また、グループ各社につきましては毎月１回行うグループ社長会にお

いて運用状況の報告がされることにより内部統制システムの運用状況の
把握をしております。

　本報告書に記載した金額および株式数は単位未満の端数を切り捨てて表示し
ております。
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連結貸借対照表

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

31,803

7,106

14,610

9,917

55

420

△307

46,611

28,845

19,966

1,428

6,308

905

236

3,706

2,516

1,189

14,059

12,525

51

463

655

298

175

△111
　

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 25,419

支払手形及び買掛金 13,057

短 期 借 入 金 6,100

１年内返済予定の長期借入金 2,153

未 払 金 374

未 払 法 人 税 等 436

賞 与 引 当 金 308

役 員 賞 与 引 当 金 7

修 繕 引 当 金 20

事業整理損失引当金 93

そ の 他 2,866

固 定 負 債 21,996

長 期 借 入 金 16,207

繰 延 税 金 負 債 2,637

役員退職慰労引当金 9

退職給付に係る負債 1,488

長 期 未 払 金 224

そ の 他 1,427

負 債 合 計 47,415

（純資産の部）

株 主 資 本 22,738

資 本 金 2,995

資 本 剰 余 金 18

利 益 剰 余 金 20,425

自 己 株 式 △700

その他の包括利益累計額 6,587

その他有価証券評価差額金 6,497

退職給付に係る調整累計額 89

非支配株主持分 1,673

純 資 産 合 計 30,999

資 産 合 計 78,415 負 債 及 び 純 資 産 合 計 78,415

　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 137,588

売 上 原 価 124,215

売 上 総 利 益 13,372

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,907

営 業 利 益 2,465

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 290

そ の 他 154 444

営 業 外 費 用

支 払 利 息 175

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 27

そ の 他 130 333

経 常 利 益 2,576

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 392

補 助 金 収 入 20

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 1 414

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 19

固 定 資 産 圧 縮 損 20

固 定 資 産 除 却 損 7

事 業 整 理 損 失 引 当 金 繰 入 額 93 141

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,849

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 726

法 人 税 等 調 整 額 △132 593

当 期 純 利 益 2,255

非支配株主に帰属する当期純利益 121

親会社株主に帰属する当期純利益 2,134

　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,995 － 18,570 △700 20,865

剰余金の配当 △279 △279

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,134 2,134

自己株式の取得 △0 △0

非支配株主との取引に係る親会
社の持分変動

18 18

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 18 1,855 △0 1,873

当連結会計年度末残高 2,995 18 20,425 △700 22,738

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括
利益累計額合
計

当連結会計年度期首残高 3,568 41 3,609 1,646 26,121

剰余金の配当 △279

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,134

自己株式の取得 △0

非支配株主との取引に係る親
会社の持分変動

18

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

2,929 48 2,978 27 3,005

連結会計年度中の変動額合計 2,929 48 2,978 27 4,878

当連結会計年度末残高 6,497 89 6,587 1,673 30,999

　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

　 連結注記表

［連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記］

1.　連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ７社

主要な連結子会社の名称 ㈱ホウスイ、柏魚市場㈱

マルナカロジスティクス㈱、㈱水産流通

　当社の連結子会社でありました千葉中央魚類㈱は、2023年１月31日付で解散

し、2023年７月３日に清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

(2)非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称 ㈲マルナカサービス

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも、連結計算書類に

重要な影響を及ぼしていないため除外しております。

2.　持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した関連会社の数及び関連会社の名称

関連会社の数 ２社

主要な関連会社の名称 船橋魚市㈱、オーシャンステージ㈱

　オーシャンステージ㈱については2023年10月31日をもって解散し、清算手続中

であります。

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称 ㈲マルナカサービス

持分法を適用しない主要な関連会社の名称 北海道ペスカ㈱

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等からみて、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため除外しております。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度末は、連結決算日と一致しております。

4.　会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産

商品及び製品………………　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定しております。）

原材料………………………　　先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定しております。）
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連結注記表

②有価証券

関係会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定

しております。）

市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法

③デリバティブ…………………………………時価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～47年

機械装置及び運搬具 ４～12年

②無形固定資産（リース資産を除く）

　自社利用のソフトウエアについて社内における利用可能期間（５年間）に基づ

く定額法を採用しております。

③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

②賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。

③役員賞与引当金

　一部の連結子会社は役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

④修繕引当金

　当社は社宅及び賃貸不動産の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見

込額に基づき、当連結会計年度の負担額を計上しております。

⑤事業整理損失引当金

　当社は水産加工場賃貸契約の解約に要する支出に備えるため、その支出見込額

を計上しております。
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⑥役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末要

支給額を計上しております。

(4)収益及び費用の計上基準

　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時

点）は以下のとおりであります。

イ．水産物卸売事業

　当事業は、水産物の委託販売業務および買付販売業務、リテールサポート業務など

を行っております。水産物の委託販売業務におきましては代理人取引にあたるため顧

客から受け取る対価の総額ではなく、純額(手数料相当額)を収益として認識しており

ます。買付品販売業務におきましては商品売買取引であり、顧客に商品を引き渡した

時点で収益を認識しております。また、リテールサポート業務では、主に顧客に代わ

って仕入先に発注・決済その他作業等の納品サポートを行う業務であり、顧客に商品

が納品された時点で収益を認識しております。

ロ．冷蔵倉庫事業

　当事業は、冷蔵倉庫における保管業務やそれに付随した入出庫業務などを行ってお

ります。これらの業務については荷物を保管する契約期間を履行義務の充足期間とし

て収益を認識しております。運送取扱料収入につきましては、代理人取引にあたるた

め、顧客から受け取る対価の総額ではなく、純額(手数料相当額)を収益として認識し

ております。

ハ．不動産賃貸事業

　当事業は、通常の賃貸借取引に準じた金額を収益として認識しております。

ニ．荷役事業

　当事業は、豊洲市場内において行われる商品の運搬や荷役、市場外のお客様に荷物

を運搬しており、荷物を引き渡した時点で収益を認識しております。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱い

を適用し、商品の販売などについて出荷基準の場合に、出荷時から当該商品の支配が

顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であれば、出荷時に収益を認識してお

ります。

(5)退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る資産及び負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰

属させる方法については、期間定額基準によっております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその

他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

　なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職
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商品及び製品 9,917百万円

通常の販売目的で保有する商品の

収益性の低下による簿価切下額
241百万円

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し

ております。

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップは特例処理の要件を充たしているので、特例処理を採用しており

ます。また、為替予約取引については振当処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………金利スワップ・為替予約

ヘッジ対象……………借入金の利息・外貨建債権債務

③ヘッジ方針

　為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を充たしているので連結決算日における有効性

の評価を省略しております。また、為替予約は、ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判断を行っております。

[会計上の見積りに関する注記]

（1） 棚卸資産の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、棚卸資産の貸借対照表価額は主として個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており、期末におけ

る正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもっ

て貸借対照表価額としております。

当該正味売却価額の算出方法については、見積売価に期末在庫数量を乗じて

算出しております。見積売価については、期末日に最も近い通常取引における

販売価格などにより見込んでおります。

正味売却価額の見積りは、市場の需給関係に影響を受けること、容易に見

積れないものがあること等の不確実性を伴うため、正味売却価額が想定より

も下回った場合には損失が発生する可能性があります。
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貸倒引当金（流動） 307百万円

貸倒引当金（固定） 111百万円

繰延税金資産 463百万円

建物及び構築物 10,618百万円

機械装置及び運搬具 619百万円

土地 3,195百万円

1年内返済予定の長期借入金 1,608百万円

長期借入金 13,112百万円

2.　有形固定資産の減価償却累計額 25,883百万円

（2） 貸倒引当金

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

債権の貸倒れによる損失に備えるため、売掛金や貸付金等の債権について、

一般債権については、滞留期間や内容によって一定のルールのもと貸倒引当金

を算定しており、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に財政状態、

経営成績等を考慮して算定した回収不能見込額を貸倒引当金として計上してお

ります。

相手先の財政状態が悪化した場合や滞留債権が増加した場合には貸倒引当

金を積み増すことがあり、翌連結会計年度以降に重要な影響を与える可能性

があります。

（3） 繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　なお、上記の繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しており

ます。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び

金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の

変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時

期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類におい

て、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

［連結貸借対照表に関する注記］

1.　担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

(2)担保に係る債務

上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
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普通株式 4,315千株

株式の種類 当連結会計年度期首 増　　加 減　　少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 320 0 － 320

決 議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年６月23日
定 時 株 主 総 会

普通株式 279 70.0 2023年３月31日 2023年６月26日

①配当金の総額 319百万円

②１株当たり配当額 80.0円

③基準日 2024年３月31日

④効力発生日 2024年６月28日

［連結株主資本等変動計算書に関する注記］

1.　当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数

2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動の事由概要）

　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

3.　剰余金の配当に関する事項

(1)配当金支払額等

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

となるもの

　2024年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項

を次のとおり付議する予定であります。

なお配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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［金融商品に関する注記］

1.　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金及び預け金等に限定し、銀行等

金融機関からの借入により資金を調達しております。また、デリバティブは、後述す

るリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っており

ます。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに

時価の把握を行っております。市場価格のない株式等については定期的に財務諸表を

取り寄せ、財務内容を把握しております。長期貸付金は、取引先企業等に対し行って

おります。

　支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。営業債務の一部

に原料等の輸入に伴う外貨建て債務があり、為替の変動リスクに晒されております

が、将来の為替相場による損失を回避するため、為替予約取引において、財務上発生

している為替リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うためデリバティブ取引を

導入しています。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部

の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定

化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行

うこととしております。
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連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額(百万円)

(1) 投資有価証券

その他有価証券 11,766 11,766 －

(2) 長期貸付金 51

貸倒引当金（＊３） △11

40 40 0

資産計 11,806 11,806 0

長期借入金（＊４） （18,360） （17,808） △551

負債計 （18,360） （17,808） △551

デリバティブ取引 － － －

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 759

2.　金融商品の時価等に関する事項

　2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

（＊）負債に計上されているものについては（　）で示しております。

（＊１）「現金及び預金」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払

　　金」「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済される

　　ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（＊２）市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。

　　　当該金融資産の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（＊３）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（＊４）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 11,766 － － 11,766

資産計 11,766 － － 11,766

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 40 － 40

資産計 － 40 － 40

長期借入金 － 17,808 － 17,808

デリバティブ取引 － － － －

負債計 － 17,808 － 17,808

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格

　　　　　　　　　により算定した時価

　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプ

　　　　　　　　　ットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
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（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取

引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理及び為替予約の振当て処理によるものは、ヘッジ対

象とされている長期借入金及び営業債務と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金及び営業債務の時価に含めて記載しております(下

記「長期借入金」参照)。

長期貸付金

　長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区

分ごとに、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用ス

プレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル

２の時価に分類しております。また、貸倒懸念債権の時価は、同様の割引率に

よる見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収

見込額等を基に割引現在価値法により算定しており、時価に対して観察できな

いインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合は

レベルの２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算出しているため、レベル２の時価に分類し

ております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とさ

れており(上記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処

理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見

積もられる利率で割り引いて算出する方法によっております。なお、１年内返

済予定の長期借入金を含めております。
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連結注記表

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

1,636 4,238

報告セグメント

合計水産物

卸売事業

冷蔵倉庫

事業

不動産

賃貸事業
荷役事業

一時点で移転

される財
128,369 82 － 748 129,201

一定の期間に

わたり移転さ

れる財

214 7,545 － － 7,759

顧客との契約

から生じる収

益

128,584 7,627 － 748 136,961

その他の収益 － － 627 － 627

外部顧客への

売上高
128,584 7,627 627 748 137,588

［賃貸等不動産に関する注記］

1.　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、主に賃貸用の建物

等（土地を含む）を有しております。

2.　賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で

あります。

（注２）　当連結会計年度末の時価は、一定の評価額または市場価格を反映している

と考えられる指標に基づく価額であります。

［収益認識に関する注記］

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

(2)顧客との契約から生ずる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生ずる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記４．会計方針に関する

事項(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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　顧客との契約から生じた債権(期首残高)

　顧客との契約から生じた債権(期末残高)

12,699

14,610

　契約負債(期首残高)

　契約負債(期末残高)

213

183

1.　１株当たり純資産額 7,341円69銭

2.　１株当たり当期純利益 534円42銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)

　顧客との契約から生じた債権は、連結貸借対照表において売掛金と表示しておりま

す。

　当連結会計年度において、契約資産はありません。

　契約負債は主に、商品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表

上、流動負債のその他に含まれております。

　契約負債の残高について、重要な変動は特にありません。

②残存履行義務に配分した取引価格

　個別の契約期間が一年を超える重要な取引がないため、残存履行義務に関する情報

の記載を省略しております。

［１株当たり情報に関する注記］

［重要な後発事象に関する注記］

　該当事項はありません。
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貸借対照表

貸　借　対　照　表

（2024年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

前 払 年 金 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

15,421

3,749

6,117

5,341

159

140

△87

24,300

2,021

993

29

998

2,831

1,745

235

850

19,447

11,380

6,736

641

520

144

135

△111
　

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 12,740

受 託 販 売 未 払 金 388

買 掛 金 4,908

短 期 借 入 金 6,300

１年以内返済予定長
期 借 入 金

273

未 払 金 38

未 払 費 用 379

未 払 法 人 税 等 39

賞 与 引 当 金 93

修 繕 引 当 金 20

事業整理損失引当金 93

そ の 他 205

固 定 負 債 5,096

長 期 借 入 金 1,746

繰 延 税 金 負 債 2,314

退 職 給 付 引 当 金 259

長 期 未 払 金 111

預 り 保 証 金 664

負 債 合 計 17,837

（純資産の部）

株 主 資 本 15,682

資 本 金 2,995

資 本 剰 余 金 1,342

資 本 準 備 金 1,337

そ の 他 資 本 剰 余 金 5

利 益 剰 余 金 12,044

利 益 準 備 金 748

そ の 他 利 益 剰 余 金 11,295

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 119

別 途 積 立 金 6,850

繰 越 利 益 剰 余 金 4,325

自 己 株 式 △700

評価・換算差額等 6,201

その他有価証券評価差額金 6,201

純 資 産 合 計 21,883

資 産 合 計 39,721 負債及び純資産合計 39,721

　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損　益　計　算　書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 98,512

売 上 原 価 93,539

売 上 総 利 益 4,973

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,808

営 業 利 益 164

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 455

そ の 他 76 531

営 業 外 費 用

支 払 利 息 37

そ の 他 65 103

経 常 利 益 592

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 392

補 助 金 収 入 20

ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 1

関 係 会 社 清 算 益 164 578

特 別 損 失

固 定 資 産 圧 縮 損 20

事 業 整 理 損 失 引 当 金 繰 入 額 93 113

税 引 前 当 期 純 利 益 1,057

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 122

法 人 税 等 調 整 額 △98 23

当 期 純 利 益 1,033
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

固 定 資 産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,995 1,337 5 748 119 6,850 3,571 △700 14,928

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △279 △279

当期純利益 1,033 1,033

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － － 753 △0 753

当 期 末 残 高 2,995 1,337 5 748 119 6,850 4,325 △700 15,682

評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 3,299 18,227

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △279

当期純利益 1,033

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期中の変動額(純額)

2,902 2,902

当 期 変 動 額 合 計 2,902 3,655

当 期 末 残 高 6,201 21,883

　（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個別注記表

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］

1.　資産の評価基準及び評価方法

(1)棚卸資産

商品………………………………　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定しておりま

す｡ ）

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式…　　移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。）

市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法

2.　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建物　　10～47年

　　　備品　　４～12年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

　自社利用のソフトウエアについて社内における利用可能期間（５年間）に基づく

定額法を採用しております。

(3)リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3.　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(2)賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年

度の負担額を計上しております。

(3)修繕引当金

　社宅及び賃貸不動産の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基

づき、当事業年度の負担額を計上しております。
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個別注記表

商品 5,341百万円

通常の販売目的で保有する商品の

収益性の低下による簿価切下額
240百万円

(4)事業整理損失引当金

　水産加工場賃貸契約の解約に要する支出に備えるため、その支出見込額を計上し

ております。

(5)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は発生時の翌事業年度から10年の定額法により費用処理

しております。

４.収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下

のとおりであります。

水産物卸売事業

　当事業は、水産物の委託販売業務および買付販売業務を行っております。水産物

の委託販売業務におきましては代理人取引にあたるため顧客から受け取る対価の総

額ではなく、純額(手数料相当額)を収益として認識しております。買付品販売業務

におきましては商品売買取引であり、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識し

ております。

　なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取り扱

いを適用し、商品の販売などについて出荷基準の場合に、出荷時から当該商品の支

配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であれば、出荷時に収益を認識

しております。

不動産賃貸事業

　当事業は、通常賃貸借取引に準じた金額を収益として認識しております。

[会計上の見積りに関する注記]

（1） 棚卸資産の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、棚卸資産の貸借対照表価額は主として個別法による原価法（収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており、期末における正味売

却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対

照表価額としております。

当該正味売却価額の算出方法については、見積売価に期末在庫数量を乗じて

算出しております。見積売価については、期末日に最も近い通常取引における

販売価格などにより見込んでおります。

正味売却価額の見積りは、市場の需給関係に影響を受けること、容易に見

積れないものがあること等の不確実性を伴うため、正味売却価額が想定より

も下回った場合には損失が発生する可能性があります。
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貸倒引当金（流動） 87百万円

貸倒引当金（固定） 111百万円

繰延税金資産 －百万円

1.　有形固定資産の減価償却累計額 1,942百万円

　　上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2.　関係会社に対する短期金銭債権 1,131百万円

3.　関係会社に対する長期金銭債権 604百万円

4.　関係会社に対する短期金銭債務 2,156百万円

5.　有形固定資産の圧縮記帳額 169百万円

売上高 8,283百万円

仕入高 1,654百万円

販売費及び一般管理費 764百万円

営業取引以外の取引高 210百万円

（2） 貸倒引当金

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

債権の貸倒れによる損失に備えるため、売掛金や貸付金等の債権について、

一般債権については、滞留期間や内容によって一定のルールのもと貸倒引当金

を算定しており、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に財政状態、

経営成績等を考慮して算定した回収不能見込額を貸倒引当金として計上してお

ります。

相手先の財政状態が悪化した場合や滞留債権が増加した場合には貸倒引当

金を積み増すことがあり、翌事業年度以降に重要な影響を与える可能性があ

ります。

（3） 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

　なお、上記の繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しておりま

す。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金

額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動

などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び

金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産

の金額に重要な影響を与える可能性があります。

［貸借対照表に関する注記］

［損益計算書に関する注記］

関係会社との取引高

　営業取引による取引高
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株式の種類 当事業年度期首 増　　加 減　　少 当事業年度末

普通株式(千株) 320 0 － 320

（繰延税金資産）

貸倒引当金 61百万円

事業整理損失引当金 28百万円

退職給付引当金 79百万円

長期未払金 34百万円

賞与引当金 28百万円

投資有価証券評価損 332百万円

その他 55百万円

繰延税金資産小計 620百万円

評価性引当額 △432百万円

繰延税金資産合計 188百万円

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 52百万円

前払年金費用 159百万円

その他有価証券評価差額金 2,290百万円

繰延税金負債合計 2,503百万円

繰延税金負債の純額 2,314百万円

［株主資本等変動計算書に関する注記］

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（変動の事由概要）

　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

［税効果会計に関する注記］

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種類
会社等の
名 称

事業の
内容又
は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取 引 の
内 容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

柏魚市場㈱
水 産 物
卸売事業

所有直接
100.0

兼任
１名

商品の
販売・
仕入等

資金の借入 2,000 短期借入金 2,000

利息の支払 12 未払利息 －

㈱ホウスイ

水 産 物
卸売事業
冷蔵倉庫
事 業

所有直接
100.0

兼任
２名

商品の
販売・
仕入等

資金の回収 159
長期貸付金

短期貸付金

604

159

利息の受取 8
未収利息 0

中央フーズ㈱
水産物卸
売 事 業

所有
直接40.0
間接60.0

－
商品の
販売・
仕入等

商品の販売 6,984 売掛金 314

(1) 商品の販売については、当社と資本関係を有しない他の取引先と同じ取引

条件、価格は同じ決定方法によっております。

(2) 借入金利は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(3) 貸付金利は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

種類
会社等の
名 称

事業の
内容又
は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取 引 の
内 容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

が議決

権の過

半数を

所有し

ている

会社等

㈱足利本店
鮮魚卸売
事 業

被所有直接
7.5

兼任
１名

鮮魚等
の仕入

商品の仕入 646
受託販売未払金

買掛金
0
0

商品の販売については、当社と資本関係を有しない他の取引先と同じ取引

条件、価格は同じ決定方法によっております。

［関連当事者との取引に関する注記］

(1)子会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

(2)役員及び個人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

－ 39 －
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個別注記表

1.　１株当たり純資産額 5,478円55銭

2.　１株当たり当期純利益 258円76銭

[収益認識に関する注記]

(顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報)

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　収

益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

［１株当たり情報に関する注記］

［重要な後発事象に関する注記］

　該当事項はありません。

－ 40 －



2024/05/30 8:23:07 / 23070189_中央魚類株式会社_招集通知

連結計算書類に係る会計監査人監査報告

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 嶋 　 豊

業務執行社員 公認会計士 鹿 倉 良 洋

独立監査人の監査報告書

2024年５月20日

中央魚類株式会社

取締役会　御 中

監 査 法 人  和 宏 事 務 所

東京都千代田区

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、中央魚類

株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度
の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央魚類株式会社
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営
者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類に係る会計監査人監査報告

－ 41 －
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の
記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載
内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算
書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要
な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はな
い。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に

基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用

における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として

の連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価す
る。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

－ 42 －
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに
経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが
適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、
連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び
内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子
会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監
査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関し
て責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲と

その実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が

国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準まで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内
容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、

公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　　上

－ 43 －
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計算書類に係る会計監査人監査報告

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 嶋 　 豊

業務執行社員 公認会計士 鹿 倉 良 洋

独立監査人の監査報告書

2024年５月20日

中央魚類株式会社

取 締 役 会 　 御 中

監 査 法 人  和 宏 事 務 所

東京都千代田区

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、中

央魚類株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第77期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営
者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記
載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査人監査報告

－ 44 －
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計算書類に係る会計監査人監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内
容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等
又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある
かどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要
な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はな
い。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基

づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我
が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用

における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体として

の計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価す
る。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

－ 45 －
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計算書類に係る会計監査人監査報告

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに
経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適
切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲と

その実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が

国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監査役会監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第77期事業年度に
おける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、当期の監査の基本方針、監査の計画等を定め、各監査役か

ら監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の基本
方針、監査の計画等に従い、取締役、業務監査室その他の使用人等と意思
疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施いたしました。

　① 取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役、業務監査室
その他の使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、重要な決裁書類等
を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。さらに、子会社に
ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る
企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて、取締役、業務監査室その他の使用人等からその構築及び運用の状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。

　③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査役会監査報告
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監査役会監査報告

中央魚類株式会社 監 査 役 会

監 査 役 ( 常 勤 ) 池 本 新 介 ㊞
監 査 役 ( 社 外 ) 澤 野 敬 一 ㊞
監 査 役 ( 社 外 ) 平 尾 嘉 昭 ㊞

2.　監 査 の 結 果
(1)　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類等の監査結果
　会計監査人(監査法人和宏事務所)の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人(監査法人和宏事務所)の監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

2024年５月27日

　
以　上
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